
♬ 冬を愛する人は 心広き人 ♪ 

という歌詞は、皆さんご存知かと思います。 

広きこの世界の平和を祈り、身近な私たちの生活に

潤いを。 

乾燥しているからこそ、火のもとに注意したいです。 

手洗いうがいをした後、凍てつく空気をすい込めば、 

心が広くなったと感じます。春咲くチューリップの 

球根を植えながらを見ながら 

清心苑 田村 

 

 

 

 
松江熟年相談室は地域包括支援センターの江戸川区の愛称で、主任ケアマネジャー、社会福祉士、保健師など

の専門職がチームとなって熟年者の皆さんの支援を行なう相談機関で、 江戸川区からの委託を受けて運営して
います。介護、健康、福祉や予防プランに関する相談、介護予防教室・介護者交流会等の申し込みについては、 
松江熟年相談室清心苑までお問い合わせ下さい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 9 号 令和 8（2026）年 1 月吉日

東京都江戸川区松江 2-17-12 
ＴＥＬ03(5879)2185 
ＦＡＸ03(5879)2186 

 

 

 

毎月 
第３水曜日 

13 時半～１５時 
開催（原則） 

 

開催日 
1/21 2/18 3/11 
（3 月は第 2 水曜日）  



ここはグリーンパレスの 4 階です。隣の人物は当
センターの相談員でした。 
この絵は、山形県鶴岡市の斉藤助夫作（作者寄贈）

の『はんこたんな』です。「はんこたんな」とは山形
県庄内地方に伝わり、農作業時の日よけのため、女性
が顔を覆う藍染の布です。この相談員も、移動中の日
よけのための息苦しくない日焼け予防フェイスカバ
ーをしています。 
この絵は、えどがわデジタル美術館でご覧いただ

けます。 
https://www.city.edogawa.tokyo.jp/sports/bunka/

digital_art/permanent/painting/index.html 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 高齢化や認知症の増加を背景に、成年後見制

度の見直しが本格化しています。そもそも、成年後

見制度とは何でしょうか？ 

 認知症や知的障害・精神障害などにより、自分だ

けでは十分な判断ができない方のために、後見人

等を選任して本人の意思決定を助け、生活や財産

などを守る制度です。 

 江戸川区では成年後見制度に関する相談を「安

心生活センター」で受け付けています。グリーンパレ

スの中にあります。電話または来所にて相談が可

能です。事前に電話で予約することをお勧めしま

す。相談は無料です。                                                        

 

 

 

                     

はんこたんな 

江戸川区社会福祉協議会 

安心生活センター 

☎０３－５６６２－７２１４ 

  ０３－３６５３－６２７５ 

月～金 ８：３０～１７：００ 


